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土庄町公告第１２号 
 
  公募型プロポーザル方式による手続きを行うため、次のとおり公告する。 
 
       令和８年６月４日 
 
                                   土庄町長   岡 野 能 之 

 

令和８年度土庄町デジタル道路台帳整備業務委託 実施要領 

 

 本実施要領は、令和８年度土庄町デジタル道路台帳整備業務委託（以下、「本業務」という。）

の受注者を公募型企画競争入札方式（以下、「プロポーザル」という。）により選定するために

必要な事項を定める。 

 

１. 業務の目的 

本業務は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 28 条に基づき調製及び保管している道路台

帳をデジタル化し、別途構築を予定している公開型地理空間情報システムとの連携を行うこと

で、地域住民等へのサービスの向上を図るものとする。 

 

２. 業務内容 

 別紙「令和８年度土庄町デジタル道路台帳整備業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）

による。 

 

３. 提案限度額 

 ３２，４１７千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４. 履行期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

５. 選定方法 

 令和８年度土庄町デジタル道路台帳整備業務委託プロポーザル審査委員会（以下、「審査委

員会」という。）において、企画提案書等の内容を審査し、事業者を選定する。 

 

６. 参加資格 

 参加者は、基準日（令和８年６月４日（木））において、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 
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(1) 単独企業であること。 

(2) 土庄町測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿において、次の業種名で

登録されている者であること。 

業種名：測量業務 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者。 

(4) 国税及び地方税（県・町）のいずれも滞納していない者。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てまたは民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

(6) 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開

始又は破産法（平成 16 年法律第 75 条）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産

手続開始の申立てがなされていない者。 

(7) 土庄町建設工事指名停止等措置要領による指名停止期間中の者でないこと。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団員でないこと。また、役員が同法律第 2 条第 6 号に規定する暴力

団員でないこと。 

(9) 香川県内に測量法第 55 条に規定されている本社（本店）、支店、営業所等の事業所を

有し、かつ契約拠点として登録されていること。 

(10) JISQ9001（QMS：品質マネジメントシステム）の認証を有していること。 

(11) JISQ27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）及び JISQ15001（個人情

報マネジメントシステム：プライバシーマーク）の認証を有していること。 

(12) 平成２８年４月１日から公告の日の前日までに業務が完成し、引渡しが完了した道路

台帳電子化業務の実績を有すること。 

 

７. 配置予定技術者の要件 

 受注者は、次に掲げる要件を満たす管理技術者を配置するものとする。 

① 測量士の資格を有する者 

② 平成２８年４月１日から公告の日の前日までに業務が完成し、引渡しが完了した道路

台帳電子化業務の実績を有する者 
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８. 実施スケジュール（予定） 

内  容 日  時 

本提案公募の公表 令和８年６月４日（木） 

参加表明書等の提出期間 令和８年６月４日（木）～６月１６日（火）１７時まで 

参加資格審査結果の通知 
令和８年６月１８日（木）午後 

メールにて通知する。 

提案公募に関する質問受付期間 令和８年６月４日（木）～６月１０日（水）１７時まで 

質問に対する回答の公表日 令和８年６月１５日（月）土庄町ＨＰにて公開 

企画提案書等の提出期間 令和８年６月１９日（金）～２５日（木）１７時まで 

提案内容審査・ヒアリング 令和８年６月３０日（火） 

事業者の決定及び選定結果の通知 令和８年７月３日（金） 

契約の締結 令和８年７月７日（火） 

 ※選定スケジュールについては、変更となる場合がございます。 

 

９. 事務局 

 土庄町建設課 担当：川口、上村 

 所在地：〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲 1400 番地 2 

 電 話：0879-62-7006 

ＦＡＸ：0879-62-2400 

メール：kensui@town.tonosho.lg.jp 

  

  

mailto:kensui@town.tonosho.lg.jp
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１０. 提案公募関係資料の交付 

(1) 交付資料 

ア 実施要領（本資料） 

イ 仕様書 

ウ 申請関係様式 

  ・参加表明書（様式第１号） 

  ・会社概要書（様式第２号） 

  ・業務実績書（様式第３号） 

・配置予定技術者経歴及び実績書（様式第４号） 

  ・誓約書（様式第５号） 

  ・質問書（様式第６号） 

  ・辞退届（様式第７号） 

  ・企画提案書類提出届（様式第８号） 

  ・見積書（様式第９号） 

エ 評価票 

(2) 交付方法 

土庄町ホームページ上からのダウンロードによる。 

  【掲載ＵＲⅬ】https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kensetsu/4083.html 

 

１１. 参加表明書の提出等 

(1) 提出方法 

 本実施要領に基づく企画提案書の提出を希望する者は、事務局宛に持参又は郵送、若しく

はメールにて提出すること。 

(2) 提出書類 

  ア 参加表明書（様式第１号） 

  イ 会社概要書（様式第２号） 

    ※６の（１０）及び（１１）の参加資格を満たしていることを確認できる書類を添付 

すること。 

  ウ 業務実績書（様式第３号） 

    ※６の（１２）の要件を満たしていることを確認できる書類を添付すること。 

エ 配置予定技術者経歴及び実績書（様式第４号） 

    ※７の要件を満たしていることを確認できる書類を添付すること。 

オ 誓約書（様式第５号） 

  カ 国税及び地方税（県・町）に滞納がないことを証明するもの（納税証明書等） 

(3) 提出部数 

１部 

https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kensetsu/4083.html
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(4) 受付期間 

  令和８年６月４日（木）～６月１６日（火）１７時まで 

(5) 参加資格の確認 

参加表明書提出者には、令和８年６月１８日（木）午後（時間未定）に担当者連絡先のメ

ールアドレス宛に参加資格の有無について通知する。 

 

１２. 提案等に関する質問 

(1) 提出方法 

本実施要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、質問書（様式第６号）を用いて

事務局のメールアドレス宛に送付すること。 

(2) 受付期間 

  令和８年６月４日（木）～６月１０日（水）１７時まで 

(3) 質問への回答 

 質問受付期間終了後、質問内容及びこれに対する回答の全件を令和８年６月１５日（月）

から企画提案書等の提出期限までの間、１０の（２）に示すＵＲⅬ先にて公開する。また、

回答の公表に当たっては質問者を匿名化する。 

なお、質問及び回答が閲覧に供された場合は、仕様書同様、これを熟知の上、企画提案書

を提出すること。 
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１３. 企画提案書の提出 

(1) 提出方法 

参加資格があると認められた者（以下、「企画提案者」という。）は事務局宛に企画提案

書類を持参又は郵送にて提出すること。 

(2) 提出書類 

提 出 書 類 一 式 

企画提案書提出届 様式第８号 

企画提案書 ・Ａ４版の任意様式 ※Ａ３折込み可 

・表紙、目次を除き、縦型、左綴じで片面印刷１０枚以内とす

る。 

・文字サイズは注記等を除き 10.5 ポイント以上とする。 

・ページ番号を附番すること。 

・本業務を遂行するための具体的な手法を記載すること。 

 (ｱ) 業務実施方針 

(ｲ) 業務実施体制 

(ｳ) 業務実施工程（スケジュール） 

(ｴ) その他提案 

・提案にあたっては、文章を補完するために必要な図、イラス

ト、写真等を掲載する等、可能な限り審査員がイメージしやすい

ように工夫すること。 

・専門用語等については、必要に応じて解説や用語集等を付ける

等、専門知識がなくても理解し易いよう工夫すること。 

・契約金額の範囲内で独自に推薦できる提案があれば、積極的に

提案すること。（加点対象） 

見積書 様式第９号 

・見積書への押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先の記載を可

とする。押印の無い見積書を提出する場合は、見積書の記載欄

に、責任者（事務を担当する部門の長）の部署名及び氏名並びに

担当者（事務を担当する部門の者）の部署名及び氏名をフルネー

ムで記載し、連絡先として電話番号を記載する。なお、この記載

がなく、押印もない場合は無効となる。また、押印の有無に関わ

らず、いずれの方法であっても金額の訂正は認められない。 

見積内訳書 任意様式 
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(3) 提出部数 

 正本１部、副本５部 

(4) 受付期間 

 令和８年６月１９日（金）～６月２５日（木）１７時まで 

(5) その他 

ア 企画提案は、１者につき１提案に限り、複数の提案があった場合には当該提案者の

企画提案をすべて失格とする。（提出後はいかなる理由があっても再提出は認めな

い。） 

イ 企画提案書の提出後は、その内容を変更することはできない。 

ウ 企画内容は、提案者が確実に実施できる範囲で記載すること。企画提案書に記載し

た内容は、提案金額の中で実施できるものとみなす。 

エ 企画提案書等には、提案者が特定できないよう、企業名等を記載しないこと。 

 

１４. 応募の辞退 

１１の参加表明書の提出以降、プレゼンテーションの実施前日まで随時応募を辞退するこ

とができる。応募を辞退する場合は、令和８年６月２９日（月）までに、辞退届（様式第７

号）を持参又は郵送、若しくはメールにより提出すること。 

 

１５. 審査・ヒアリング 

審査委員会は、提出された企画提案書の提案内容について、ヒアリング（提案者からのプ

レゼンテーション及び質疑応答）を行い、１６に掲げる選定評価基準及び配点等に基づき、

企画提案内容を総合的に評価する。なお、提案公募参加者が１者のみであっても、評価対象

とする。 

(1) 実施日 

令和８年６月３０日（火）予定 

時間帯等については、企画提案者に後日通知します。 

(2) 場所 

土庄町役場 

詳細については、後日通知します。 

(3) 方法 

 プレゼンテーション及びヒアリングにより実施します。 

(4) 時間配分 

 プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分 

(5) その他 

参加者が１者の場合においても審査を実施する。 

 審査順序は、参加表明書の受付順とする。 
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１６. 選定評価基準 

  企画提案書等の審査における選定基準は、以下のとおりとする。 

大項目 評価項目 評価視点 配点 

１ 
業務遂行能力 

（50 点） 

会社概要・業

務実績 

・業務遂行に係わる企業の概要及び実績につ

いて評価する。 
10 点 

配置予定技術

者 

・業務遂行に有益な資格及び実績について評

価する。 
40 点 

２ 
業務提案内容 

（110 点） 

実施方針、実

施体制 

・業務の目的等を十分に理解し、必要な実施体

制が取られているか評価する。 
20 点 

業務工程 
・業務を実施するにあたり、適切かつ工夫がな

された工程となっているか評価する。 
30 点 

企画提案 

・より良い成果物を作成するための提案につ

いて評価する。 

・発注者による成果物の継続的な維持管理、利

活用に資する工夫について評価する。 

60 点 

３ 見積金額（20点） ・妥当性のある見積金額か評価する 20 点 

４ 
プレゼンテーション及び質疑

応答（20点） 

・プレゼンテーションの内容を総合的に評価

する。 
20 点 

 合計 200 点 

 

１７. 事業者の選定及び結果の通知 

(1) 事業者の選定 

 上記の評価基準等に沿って審査、評価し、総得点の６割以上を獲得した事業者の中から最

高得点の事業者を優先交渉権者として選定する。なお、評価値が同点で優先交渉事業者が２

者以上となった場合は、１６の選定評価基準における評価項目「企画提案」の評価値が最も

高かった者を優先交渉事業者として選定する。また、この評価項目における評価値が同点と

なった場合は、企画提案、プレゼンテーションの項目の評価値を踏まえ、審査委員による多

数決で決定するものとする。また、次点者についても同様とする。 

(2) 通知 

 選定結果については、令和８年７月３日（金）までにプレゼンテーション審査参加者全員

にメールで通知し、追って文書にて送付するものとする。 

(3) 参加表明者及び企画提案者が１者のみの場合においても、審査において最高総得点の６

割以上を獲得した場合に、当該企画提案者を優先交渉権者とする。 

(4) 選定にあたっての留意事項 

 応募者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、その者を選定の対象から外し、若
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しくは選定を取り消し、選定結果が次点のものから順に繰り上げて契約交渉の相手とする。 

   ア 選定手続き業務に従事する職員又は関係者に対し、本件提案について不正に接触する

行為、その他公正な手続きを妨げる行為の事実が判明した場合 

   イ 本件提案について不正な利益を得るために連合した場合 

   ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   エ その他選定の手続きにおいて不正な行為が認められた場合 

  オ 参加資格を満たしていないことが判明した場合 

  カ 契約の締結日までの間に参加資格を欠くに至った場合 

  キ 参加者による業務執行が困難であると判断される事実が判明した場合 

   ク 著しく社会的信用を損なう行為等により、参加者が受託者として業務を行うことにつ

いてふさわしくないと認めた場合 

   ケ 契約締結日までに指名停止となった場合 

 

１８. 契約の手続き 

１７により決定した優先交渉権者は、業務内容や契約内容について委託者と協議し、協議

が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。 

また、第一契約候補者について応募資格を満たさないことが判明した場合又はその他の事

由により契約締結が不可能となった場合には、選定結果の次点の者と順次交渉するものとす

る。 

  

１９. その他 

(1) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨及び国際単位系（Ｓ

Ｉ）による。 

(2) 参加表明書及び企画提案書の作成・提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

(3) 参加表明書及び企画提案書は、返却しない。 

(4) 提出された参加表明書及び企画提案書は、提出者の選定及び企画提案書の特定以外に提

出者に無断で使用しないものとする。 

(5) 提出された企画提案書のうち、特定された企画提案書は、特定後、一定の期間、評価結

果とともに公開することがある。なお、特定されなかった企画提案書についても公開す

ることがある。非公開を求める場合は、その旨を企画提案書に記載すること。この場合、

企画提案書は公開しないが、「非公開を希望した旨」を公開する。ただし、公正性、透明

性、客観性を期する必要がある場合はこの限りではない。 

(6) 企画提案書作成のために町から受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用すること

はできない。 


